
議案第 47号  

 

 

西脇市税条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 

西脇市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

 

令和７年８月 29日  

 

 

西脇市長  片  山  象  三    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 地方税法等の改正に伴い、西脇市税条例を改正する必要が生じたた

め。  

 

 

 



西
脇

市
税

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

 

  

西
脇

市
税

条
例

（
平

成
1
7
年

西
脇

市
条

例
第

8
8
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

、
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

 
（
公
示
送
達
）
 

第
18
条
 
法
第
20
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
公
示
送
達
は
、
公
示
事
項
（
同
条
第
２
項
に
規
定
す

る
公
示
事
項
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
29

年
総
理
府
令
第
23
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
の
８
第
１
項
に
規
定
す
る

方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
と
と

も
に
、
公
示
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
西
脇
市
公
告
式
条
例
（
平
成
17
年
西
脇
市
条
例
第

３
号
）
第
３
条
に
規
定
す
る
掲
示
場
に
掲
示
し
、
又
は
公
示
事
項
を
市
の
事
務
所
に
設
置
し

た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措

置
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
納
税
証
明
事
項
）
 

第
18
条
の
３
 
施
行
規
則
第
１
条
の
９
第
２
号
に
規
定
す
る
事
項
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭

和
26
年
法
律
第
 1
85
号
）
第
59
条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は
２
輪
の
小

型
自
動
車
に
つ
い
て
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
種
別
割
を
滞
納
し
て
い
る
場

合
に
お
い
て
そ
の
旨
と
す
る
。
 

 
（
所
得
控
除
）
 

第
34
条
の
２
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
法
第
 3
14
条
の
２
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ

る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
条
第
１
項
及
び
第
３
項
か
ら
第
11
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り

雑
損
控
除
額
、
医
療
費
控
除
額
、
社
会
保
険
料
控
除
額
、
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除
額
、

生
命
保
険
料
控
除
額
、
地
震
保
険
料
控
除
額
、
障
害
者
控
除
額
、
寡
婦
控
除
額
、
ひ
と
り
親

控
除
額
、
勤
労
学
生
控
除
額
、
配
偶
者
控
除
額
、
配
偶
者
特
別
控
除
額
、
扶
養
控
除
額
又
は

特
定
親
族
特
別
控
除
額
を
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
 2
,5
00
万
円
以
下
で
あ
る
所
得
割
の

納
税
義
務
者
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
、
第
６
項
及
び
第
11
項
の
規
定
に
よ
り
基
礎
控
除

額
を
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
者
の
前
年
の
所
得
に
つ
い
て
算
定
し
た
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額

又
は
山
林
所
得
金
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

（
寄
附
金
税
額
控
除
）
 

第
34
条
の
７
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
前
年
中
に
法
第
 3
14
条
の
７
第
１
項
第
１
号
及
び

第
２
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
又
は
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
32
年
法
律
第
26
号
）
第
41
条
の
18

の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
に
関
す
る
寄
附
金
（
市
内
に
主
た
る
事
務
所
を

有
す
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
（
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動

法
人
等
を
い
う
。
）
に
対
し
て
支
出
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
支
出
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、

法
第
 3
14
条
の
７
第
１
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
（
当
該
納
税
義
務
者

 

（
公
示
送
達
）
 

第
18
条
 
法
第
20
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
公
示
送
達
は
、
西
脇
市
公
告
式
条
例
（
平
成
17
年
西

脇
市
条
例
第
３
号
）
第
３
条
に
規
定
す
る
掲
示
場
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 

      （
納
税
証
明
事
項
）
 

第
18
条
の
３
 
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
29
年
総
理
府
令
第
23
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と

い
う
。
）
第
１
条
の
９
第
２
号
に
規
定
す
る
事
項
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
26
年
法
律

第
 1
85
号
）
第
59
条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は
２
輪
の
小
型
自
動
車
に

つ
い
て
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
種
別
割
を
滞
納
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て

そ
の
旨
と
す
る
。
 

（
所
得
控
除
）
 

第
34
条
の
２
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
法
第
 3
14
条
の
２
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ

る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
条
第
１
項
及
び
第
３
項
か
ら
第
11
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
 

雑
損
控
除
額
、
医
療
費
控
除
額
、
社
会
保
険
料
控
除
額
、
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除
額
、

生
命
保
険
料
控
除
額
、
地
震
保
険
料
控
除
額
、
障
害
者
控
除
額
、
寡
婦
控
除
額
、
ひ
と
り
親
 

控
除
額
、
勤
労
学
生
控
除
額
、
配
偶
者
控
除
額
、
配
偶
者
特
別
控
除
額
又
は
扶
養
控
除
額
を
、

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
 2
,5
00
万
円
以
下
で
あ
る
所
得
割
の
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
は
、
 

同
条
第
２
項
、
第
６
項
及
び
第
11
項
の
規
定
に
よ
り
基
礎
控
除
額
を
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
者
の
前
 

年
の
所
得
に
つ
い
て
算
定
し
た
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
又
は
山
林
所
得
金
額
か
ら
控
 

除
す
る
。
 

（
寄
附
金
税
額
控
除
）
 

第
34
条
の
７
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
前
年
中
に
法
第
 3
14
条
の
７
第
１
項
第
１
号
若
し

く
は
第
２
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
又
は
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
32
年
法
律
第
26
号
）
第
41
条

の
18
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
に
関
す
る
寄
附
金
（
市
内
に
主
た
る
事
務

所
を
有
す
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
（
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
非
営
利

活
動
法
人
等
を
い
う
。
）
に
対
し
て
支
出
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
支
出
し
た
場
合
に
お
い

て
は
、
法
第
 3
14
条
の
７
第
１
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
（
当
該
納
税
 

 



 が
前
年
中
に
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
を
支
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
控
除
す
べ
き
金
額
に
特
例
控
除
額
を
加
算
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
 

「
控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
者
の
第
34
条
の
３
及
び
前
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の

所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
控
除
額
が
当
該
所

得
割
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
控
除
額
は
、
当
該
所
得
割
の
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す

る
。
 

２
 
（
略
）
 

（
市
民
税
の
申
告
）
 

第
36
条
の
２
 
第
23
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
は
、
３
月
15
日
ま
で
に
、
別
に
定
め
る
様

式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
 3
17
条
の
６
第

１
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
支
払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
を
提
出

す
る
義
務
が
あ
る
者
か
ら
１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
給
与
又
は
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け

て
い
る
者
で
前
年
中
に
お
い
て
給
与
所
得
以
外
の
所
得
又
は
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外

の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
も
の
（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た

者
で
社
会
保
険
料
控
除
額
（
令
第
48
条
の
９
の
７
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
小
規
模

企
業
共
済
等
掛
金
控
除
額
、
生
命
保
険
料
控
除
額
、
地
震
保
険
料
控
除
額
、
勤
労
学
生
控
除

額
、
配
偶
者
特
別
控
除
額
（
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
 9
00
万
円

以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
法
第
 3
14
条
の
２
第
１
項
第
10
号
の
２
に
規
定
す
る
自
己

と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
95
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
 

る
。
）
で
控
除
対
象
配
偶
者
に
該
当
し
な
い
も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
法
第
 3
14
条

の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
扶
養
控
除
額
若
し
く
は
特
定
親
族
特
別
控
除
額
（
特
定
親
族
（
同

条
第
１
項
第
12
号
に
規
定
す
る
特
定
親
族
を
い
う
。
第
36
条
の
３
の
２
第
１
項
第
３
号
及
び

第
36
条
の
３
の
３
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
85
万
円
以
下
で

あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
控
除
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ
て
雑
損
控
除

額
若
し
く
は
医
療
費
控
除
額
の
控
除
、
法
第
 3
13
条
第
８
項
に
規
定
す
る
純
損
失
の
金
額
の

控
除
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額
の
控
除
若
し
く
は
第
34

条
の
７
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
寄
附
金
税
額
控
除
額
」

と
い
う
。
）
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所

得
等
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
者
」
と
い
う
。
）
及
び
第
24
条
第
２
項
に
規
定
す
る
者

（
施
行
規
則
第
２
条
の
２
第
１
項
の
表
の
上
欄
の
（
二
）
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
～
９
 
（
略
）
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）
 

第
36
条
の
３
の
２
 
（
略
）
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

⑶
 
扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名
 

⑷
 
（
略
）
 

２
～
６
 
（
略
）
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）
 

第
36
条
の
３
の
３
 
所
得
税
法
第
 2
03
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年

金
等
（
所
得
税
法
第
 2
03
条
の
７
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
特
定
配
偶
者
（
所

 

義
務
者
が
前
年
中
に
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
を
支
出
し
た
場
合
に
 

あ
っ
て
は
、
当
該
控
除
す
べ
き
金
額
に
特
例
控
除
額
を
加
算
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
 

い
て
「
控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
者
の
第
34
条
の
３
及
び
前
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
 

合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
控
除
額
が
当
 

該
所
得
割
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
控
除
額
は
、
当
該
所
得
割
の
額
に
相
当
す
る
金
額
 

と
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

（
市
民
税
の
申
告
）
 

第
36
条
の
２
 
第
23
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
は
、
３
月
15
日
ま
で
に
、
別
に
定
め
る
様

式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
 3
17
条
の
６
第

１
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
支
払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
を
提
出

す
る
義
務
が
あ
る
者
か
ら
１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
給
与
又
は
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け

て
い
る
者
で
前
年
中
に
お
い
て
給
与
所
得
以
外
の
所
得
又
は
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外

の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
も
の
（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た

者
で
社
会
保
険
料
控
除
額
（
令
第
48
条
の
９
の
７
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
小
規
模

企
業
共
済
等
掛
金
控
除
額
、
生
命
保
険
料
控
除
額
、
地
震
保
険
料
控
除
額
、
勤
労
学
生
控
除

額
、
配
偶
者
特
別
控
除
額
（
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
 9
00
万
円

以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
法
第
 3
14
条
の
２
第
１
項
第
10
号
の
２
に
規
定
す
る
自
己

と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
95
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
 

る
。
）
で
控
除
対
象
配
偶
者
に
該
当
し
な
い
も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は
法
第
 

 3
14
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
扶
養
控
除
額
の
控
除
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ
て
雑
損
控
除
額
 

若
し
く
は
医
療
費
控
除
額
の
控
除
、
法
第
 3
13
条
第
８
項
に
規
定
す
る
純
損
失
の
金
額
の
控
 

除
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額
の
控
除
若
し
く
は
第
34
条
 

の
７
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
寄
附
金
税
額
控
除
額
」
 

と
い
う
。
）
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
 

得
等
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
者
」
と
い
う
。
）
及
び
第
24
条
第
２
項
に
規
定
す
る
者
 

（
施
行
規
則
第
２
条
の
２
第
１
項
の
表
の
上
欄
の
（
二
）
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
 

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

   
２
～
９
 
（
略
）
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）
 

第
36
条
の
３
の
２
 
（
略
）
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

⑶
 
扶
養
親
族
の
氏
名
 

⑷
 
（
略
）
 

２
～
６
 
（
略
）
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）
 

第
36
条
の
３
の
３
 
所
得
税
法
第
 2
03
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年

金
等
（
所
得
税
法
第
 2
03
条
の
７
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
特
定
配
偶
者
（
所
 

 



  
得
割
の
納
税
義
務
者
（
合
計
所
得
金
額
が
 9
00
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
自
己

と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
退
職
手
当
等
（
第
53
条
の
２
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
に
限

る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
合
計
所
得
金

額
が
95
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
第
２
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
扶

養
親
族
（
年
齢
16
歳
未
満
の
者
又
は
控
除
対
象
扶
養
親
族
で
あ
っ
て
退
職
所
得
等
に
係
る
所

得
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
特
定
親
族
（
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者

で
あ
っ
て
、
合
計
所
得
金
額
が
85
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、

当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税
法
第
 2
03
条
の
６
第
１
項
に
規
定
す
る
公

的
年
金
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら

毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由

し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

⑶
 
扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名
 

⑷
 
（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

 
 
 
附
 
則
 

（
加
熱
式
た
ば
こ
に
係
る
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
の
特
例
）
 

第
16
条
の
２
の
２
 
令
和
８
年
４
月
１
日
以
後
に
第
92
条
の
２
第
１
項
の
売
渡
し
又
は
同
条
第

２
項
の
売
渡
し
若
し
く
は
消
費
等
（
次
項
に
お
い
て
「
売
渡
し
等
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ

た
加
熱
式
た
ば
こ
（
第
92
条
第
１
号
オ
に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ
を
い
い
、
第
93
条
の
２
の

規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
係
る
第
94
条
第
１
項
の
製
造
た
ば
こ
の
本
数
は
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
分
の
間
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
換
算
し

た
紙
巻
た
ば
こ
（
第
92
条
第
１
号
ア
に
掲
げ
る
紙
巻
た
ば
こ
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
本
数
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

⑴
 
葉
た
ば
こ
（
た
ば
こ
事
業
法
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
葉
た
ば
こ
を
い
う
。
）
を
原

料
の
全
部
又
は
一
部
と
し
た
も
の
を
紙
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
材
料
の
も
の
で
巻
い
た
加

熱
式
た
ば
こ
（
当
該
葉
た
ば
こ
を
原
料
の
全
部
又
は
一
部
と
し
た
も
の
を
施
行
規
則
附
則

第
８
条
の
４
の
２
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
直
接
加
熱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
喫
煙
の
用

に
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
 
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量
（
フ
ィ
ル
タ
ー
そ
の
他
の

施
行
規
則
附
則
第
８
条
の
４
の
３
に
規
定
す
る
も
の
に
係
る
部
分
の
重
量
を
除
く
。
以
下

こ
の
項
か
ら
第
３
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
0.
35
グ
ラ
ム
を
も
っ
て
紙
巻
た
ば
こ
の

１
本
に
換
算
す
る
方
法
。
た
だ
し
、
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
１
本
当
た
り
の
重
量
が
0.
35

グ
ラ
ム
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
１
本
を
も
っ
て
紙
巻
た

ば
こ
の
１
本
に
換
算
す
る
方
法
 

⑵
 
前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
加
熱
式
た
ば
こ
 
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量
の
 0
.2
グ

ラ
ム
を
も
っ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
１
本
に
換
算
す
る
方
法
。
た
だ
し
、
当
該
加
熱
式
た
ば
こ

の
品
目
ご
と
の
１
個
当
た
り
の
重
量
が
４
グ
ラ
ム
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

加
熱
式
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
１
個
を
も
っ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
20
本
に
換
算
す
る
方
法
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
加
熱
式
た
ば
こ
の
う
ち
同
項
第
１
号
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
も
の
及
び
同
項
第
２
号
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
以
外
の
も
の
の
重
量

 

 
得
割
の
納
税
義
務
者
（
合
計
所
得
金
額
が
 9
00
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
自
己

と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
退
職
手
当
等
（
第
53
条
の
２
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
に
限

る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
合
計
所
得
金

額
が
95
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
第
２
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
扶

養
親
族
（
年
齢
16
歳
未
満
の
者
又
は
控
除
対
象
扶
養
親
族
で
あ
っ
て
退
職
所
得
等
に
係
る
所
 

得
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」

と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
 

所
得
税
法
第
 2
03
条
の
６
第
１
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
 

い
て
「
公
的
年
金
等
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
 

る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
 

た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
。
 

 ⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

⑶
 
扶
養
親
族
の
氏
名
 

⑷
 
（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

 
 
 
附
 
則
 

 （
新
設
）
 

   
 



 を
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
す
る
場
合
に
お
け
る
計
算
は
、
売
渡
し
等
が
行
わ
れ
た
加
熱

式
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
１
個
当
た
り
の
重
量
に
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
数
量

を
乗
じ
て
得
た
重
量
を
同
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
合
計
し
、
そ
の
合
計
重
量
を
紙
巻

た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

３
 
前
項
の
計
算
に
関
し
、
同
項
の
加
熱
式
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
１
個
当
た
り
の
重
量
に
 

 
 0
.1
グ
ラ
ム
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
 

４
 
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ
（
第
93
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
と

み
な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
号
た
だ
し
書

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
 

⑴
 
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ
と
併
せ
て
喫
煙
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
 

⑵
 
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ
（
第
93
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ

と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
併
せ
て
喫
煙
の
用
に
供
さ
れ
る
加
熱
式
た
ば
こ
（
同

条
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
当
該
加
熱
式

た
ば
こ
の
み
の
品
目
の
も
の
 

 

  
 

 
附

 
則

 

（
施

行
期

日
）

 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
規

定
は

、
当

該
各

号
に

定
め

る
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

⑴
 

第
3
4
条

の
２

、
第

3
6
条

の
２

第
１

項
た

だ
し

書
、

第
3
6
条

の
３

の
２

第
１

項
第

３
号

及
び

第
3
6
条

の
３

の
３

第
１

項
の

改
正

規
定

並
び

に

附
則

第
３

条
の

規
定

 
令

和
８

年
１

月
１

日
 

⑵
 

附
則

第
1
6
条

の
２

の
次

に
１

条
を

加
え

る
改

正
規

定
及

び
附

則
第

４
条

の
規

定
 

令
和

８
年

４
月

１
日

 

⑶
 

第
1
8
条

及
び

第
1
8
条

の
３

の
改

正
規

定
並

び
に

次
条

の
規

定
 

地
方

税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

令
和

５
年

法
律

第
１

号
）

附
則

第
１

条
第

1
2
号

に
掲

げ
る

規
定

の
施

行
の

日
 

（
公

示
送

達
に

関
す

る
経

過
措

置
）

 

第
２

条
 

こ
の

条
例

に
よ

る
改

正
後

の
西

脇
市

税
条

例
（

以
下

「
新

条
例

」
と

い
う

。
）

第
1
8
条

の
規

定
は

、
前

条
第

３
号

に
掲

げ
る

規
定

の
施

行
の

日
以

後
に

す
る

公
示

送
達

に
つ

い
て

適
用

し
、

同
日

前
に

し
た

公
示

送
達

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

（
市

民
税

に
関

す
る

経
過

措
置

）
 

第
３

条
 

新
条

例
第

3
4
条

の
２

及
び

第
3
6
条

の
２

第
１

項
た

だ
し

書
の

規
定

は
、

令
和

８
年

度
以

後
の

年
度

分
の

個
人

の
市

民
税

に
つ

い
て

適
用

し
、

令
和

７
年

度
分

ま
で

の
個

人
の

市
民

税
に

つ
い

て
は

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

２
 

令
和

８
年

度
分

の
個

人
の

市
民

税
に

係
る

申
告

書
の

提
出

に
係

る
新

条
例

第
3
6
条

の
２

第
１

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
同

項
た

だ
し

書
中

「
特

定
親

族
特

別
控

除
額

（
特

定
親

族
（

同
条

第
１

項
第

1
2
号

に
規

定
す

る
特

定
親

族
を

い
う

。
第

3
6
条

の
３

の
２

第
１

項
第

３
号

及
び

 

第
3
6
条

の
３

の
３

第
１

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
（

前
年

の
合

計
所

得
金

額
が

8
5
万

円
以

下
で

あ
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

を
除

く
。

）
」

 

と
あ

る
の

は
、

「
特

定
親

族
特

別
控

除
額

」
と

す
る

。
 



３
 

新
条

例
第

3
6
条

の
３

の
２

第
１

項
の

規
定

は
、

附
則

第
１

条
第

１
号

に
掲

げ
る

規
定

の
施

行
の

日
（

以
下

「
１

号
施

行
日

」
と

い
う

。
）

以

後
に

支
払

を
受

け
る

べ
き

新
条

例
第

3
6
条

の
２

第
１

項
た

だ
し

書
に

規
定

す
る

給
与

に
つ

い
て

提
出

す
る

新
条

例
第

3
6
条

の
３

の
２

第
１

項
及

び
第

３
項

の
規

定
に

よ
る

申
告

書
に

つ
い

て
適

用
し

、
１

号
施

行
日

前
に

支
払

を
受

け
る

べ
き

こ
の

条
例

に
よ

る
改

正
前

の
西

脇
市

税
条

例
 

（
以

下
「

旧
条

例
」

と
い

う
。

）
第

3
6
条

の
２

第
１

項
た

だ
し

書
に

規
定

す
る

給
与

に
つ

い
て

提
出

し
た

旧
条

例
第

3
6
条

の
３

の
２

第
１

項
及

び
第

３
項

の
規

定
に

よ
る

申
告

書
に

つ
い

て
は

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

４
 

新
条

例
第

3
6
条

の
３

の
３

第
１

項
の

規
定

は
、

１
号

施
行

日
以

後
に

支
払

を
受

け
る

べ
き

所
得

税
法

（
昭

和
4
0
年

法
律

第
3
3
号

）
第

 
2
0
3
条

の
６

第
１

項
に

規
定

す
る

公
的

年
金

等
（

同
法

第
 
2
0
3
条

の
７

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

も
の

を
除

く
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

公
的

年
金

等
」

と
い

う
。

）
に

つ
い

て
提

出
す

る
新

条
例

第
3
6
条

の
３

の
３

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
申

告
書

に
つ

い
て

適
用

し
、

１
号

施
行

日
前

に
支

払

を
受

け
る

べ
き

公
的

年
金

等
に

つ
い

て
提

出
し

た
旧

条
例

第
3
6
条

の
３

の
３

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
申

告
書

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に

よ
る

。
 

（
市

た
ば

こ
税

に
関

す
る

経
過

措
置

）
 

第
４

条
 

次
項

に
定

め
る

も
の

を
除

き
、

附
則

第
１

条
第

２
号

に
掲

げ
る

規
定

の
施

行
の

日
前

に
課

し
た

、
又

は
課

す
べ

き
で

あ
っ

た
加

熱
式

た

ば
こ

（
新

条
例

附
則

第
1
6
条

の
２

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

加
熱

式
た

ば
こ

を
い

う
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

に
係

る
市

た
ば

こ
税

に
つ

い

て
は

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

２
 

令
和

８
年

４
月

１
日

か
ら

同
年

９
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

西
脇

市
税

条
例

第
9
2
条

の
２

第
１

項
の

売
渡

し
又

は
同

条
第

２
項

の
売

渡
し

若
し

く
は

消
費

等
が

行
わ

れ
た

加
熱

式
た

ば
こ

に
係

る
同

条
例

第
9
4
条

第
１

項
の

製
造

た
ば

こ
の

本
数

は
、

同
条

第
３

項
及

び
新

条
例

附
則

第
1
6
条

の
２

の
２

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

次
に

掲
げ

る
製

造
た

ば
こ

の
本

数
の

合
計

数
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

 

⑴
 

西
脇

市
税

条
例

第
9
4
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
換

算
し

た
紙

巻
た

ば
こ

（
新

条
例

附
則

第
1
6
条

の
２

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

紙
巻

た
ば

こ
を

い
う

。
次

号
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

本
数

に
 
0
.
5
を

乗
じ

て
計

算
し

た
製

造
た

ば
こ

の
本

数
 

⑵
 

新
条

例
附

則
第

1
6
条

の
２

の
２

の
規

定
に

よ
り

換
算

し
た

紙
巻

た
ば

こ
の

本
数

に
 
0
.
5
を

乗
じ

て
計

算
し

た
製

造
た

ば
こ

の
本

数
 

３
 

前
項

各
号

に
掲

げ
る

製
造

た
ば

こ
の

本
数

に
１

本
未

満
の

端
数

が
あ

る
場

合
に

は
、

そ
の

端
数

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

 

  


